
はい いいえ

いいえ はい

いいえ はい

はい いいえ

※合計所得金額　　昨年１年間の年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から、必要経費に相当する金額を控除した金額の合計額で、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除を
　　　　　　　　差し引く前の金額です（ただし、長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額です）。なお、納入通知書に記載の所得段階が第１段階から第５段階
　　　　　　　　までの方に関しては、年金収入に係る所得を差し引いた後の金額を指します。
                (令和８年度に限っては、令和７年度税制改正に伴う特例措置により算定された金額です。）

※基準額　　藍住町の介護サービスに必要な費用のうち、６５歳以上の方の保険料で負担すべき分を、６５歳以上の方の人数で割った平均的な月額保険料。
　　　　　（藍住町の基準額は第５段階６，９５０円（月額）です。）

同じ世帯に住民税を納めている人がいますか？

老齢福祉年金を受給していますか？

第１３段階
基準額×2.4
月額16,680円
200,160円/年

第２段階
基準額×0.485
月額3,370円
40,440円／年

第４段階
基準額×0.9
月額6,250円
75,000円／年

第６段階
基準額×1.2
月額8,340円
100,080円/年

第８段階
基準額×1.5
月額10,420円
125,040円/年

第１０段階
基準額×1.9
月額13,200円
158,400円/年

第１２段階
基準額×2.3
月額15,980円
191,760円/年

第１段階
基準額×0.285
月額1,980円
23,760円／年

第３段階
基準額×0.685
月額4,760円
57,120円／年

第５段階
基準額×1.0
月額6,950円
83,400円／年

第７段階
基準額×1.3
月額9,030円
108,360円/年

第９段階
基準額×1.7
月額11,810円
141,720円/年

第１１段階
基準額×2.1
月額14,590円
175,080円/年

210万円以上
320万円未満

320万円以上
420万円未満

420万円以上
520万円未満

520万円以上
620万円未満

620万円以上
720万円未満

令和８年度の介護保険料

　　保険料の額　：　世帯及び第１号被保険者(６５歳以上の方)の住民税(市町村民税)の有無及び所得金額によって次の１３段階で算定します。

生活保護を受給していますか？

あなたは住民税を納めていますか？

720万円
以上

課税年金収入額
＋合計所得金額

課税年金収入額
＋合計所得金額

合　　計　　所　　得　　金　　額

82.65万円
以下

82.65万円超
120万円以下

120万円超
82.65万円

以下
82.65万円超

120万円
未満

120万円以上
210万円未満


